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さて、令和６年が始まりました。今年はお正月から大変な災害が起こり、お祝いムードという感じでは

ありませんでしたが、皆さんはどのような冬休みを過ごされたでしょうか。校内では、12月に高等部３年

生の進路面談が終了し、４月からの新生活に向けての動きがスタートしました。今回そして次回の進路だ

よりでは、高等部３年生の卒業に向けての動きを紹介します。子ども達の成長はとても早く、「この前入

学してきた子が…」と感じることが多いのは私だけでしょうか。お子様の数年後をイメージしながら見て

いただけると有難いです。 

〇〇さん 福祉就労までの流れ（イメージ） 

① 職場実習 

 

② 進路面談 

 

③申請 

 

  

④調査 

 

 

小千谷総合支援学校グラウンドからの景色 信濃川と越後三山 

一期一会 

 

卒業後の利用が可能かどうか、実習で判断。 

①市役所の福祉課 障がい福祉係（0258－83－3517）に電話。

申請手続きの日時を予約します。 

②市役所に行き、申請書に必要事項を記入します。 

市役所への申請が終わると、調査員が自宅等で本人や介護者

等に面接し、心身の状況に関する８０項目の調査を行います。 

（10月～11月） 

（12月） 
卒業後の進路希望を最終確認します。（相談員様同席） 

 

② 

③ 
（12月～1月） 

学校 

本人・保護者 

支援機関 

（聞き取り調査

があります。）  

 

➃ 
生活介護・短期入所 
（介護給付）の場合 

 

受け入れします 

 

     （利用

可能）！ 



⑤審査・認定  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

⑥計画作成 

 

 

 

⑦移行支援会議 

 

 

⑧支給決定 

 

⑨契約 

 

⑩利用開始 

  

 

※ 利用する福祉サービスによっては、もう少し早くに手続きが必要なものもあります。 

 

  

生活介護・短期入所 

（介護給付）の場合 

審査会による認定が必要 

就労移行、A型、B型、自立訓練

（訓練等給付）の場合 

調査・医師意見書をもとに障害支

援区分の一次判定を行います。 

市審査会で調査の結果と医師意

見書をもとに二次判定が行わ

れ、どのくらいのサービスが必

要な状態か（※障害支援区分）が

決まります。 

相談支援専門員が本人及び支援者への聞き取りや資料をもとに、 

「サービス等利用計画（案）」を作成。 

相談支援専門員が関係者（本人、保護者、利用予定のサービス事業者、学校等）を集

め「サービス等利用計画（案）」をもとに、卒業後の目標や生活のスケジュール、活動

内容、支援者の役割などを確認します。 

障害支援区分やサービス等利用計画をもとにサービスが決定され、サービス内容が記

載された「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 

 

サービス等利用計画（案）が完成 

確認したサービス等利用計画を、相談員が市に提出 

福祉サービス事業所 利用開始 

～社会人生活スタート～ 

※障害支援区分は、６段階

の区分（１～６）で、数字

が大きいほうが支援の必

要性が高いです。 

（2～3月） 

（3月） 

（１～２月） 

利用先の福祉サービス事業所へ行き、利用契約を結びます。 

※成人ですので、契約者は本人です。 

（４月） 

 

⑤～⑥は、連絡を待ちます 

支援機関 

相談員 

全員 

市役所 

本人 

本人 

⑨ 

⑦ 

⑨ 

進路に関して、ご質問やご相談がありましたら、連絡帳などを通して、遠慮なくお知らせください。 

今年もよろしくお願いします。 


